
  平成 30年 11月 26日     富 山 県 報       第 4430号  1   

 

 

 第 4430号  

  目      次  
    
   告  示 

 ○富山県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画の変更の公表      １ 

 ○自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称等     ２ 

 ○有害図書等の指定                           ３ 

   公  告 

 ○条件付き一般競争入札の実施                       

 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出         ９ 

   正  誤 

 ○平成30年５月９日付け富山県告示第 263号                10 
 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告     示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第481号 

   富山県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画の変更の公表につ    

   いて 

 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号）第４条第７項 

の規定により、富山県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画（平成30年富山 

県告示第 335号の２）の一部を平成30年11月７日付けで次のように変更したので、 

同条第10項において準用する同条第５項の規定により公表する。 

  平成30年11月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第２項第２号を次のように改める。 

 ⑴ 第一種特定海洋生物資源ごとの平成30年の管理の対象となる期間及び知事管 

  理量は、次のとおりとする。 

  【まあじ】 

   平成30年１月から平成30年12月まで 若干 

毎週月.水.金曜日発

行 

平成30年11月26日 

月 曜 日 
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  【まいわし】 

   平成30年１月から平成30年12月まで 若干 

  【まさば及びごまさば】 

   平成30年７月から平成31年６月まで 若干 

  【するめいか】 

   平成30年４月から平成31年３月まで 若干 

  【ずわいがに】 

   平成30年７月から平成31年６月まで 44トン 

 

 

富山県告示第482号 

   自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称等に    

   ついて 

 自衛隊法施行令（昭和29年政令第 179号）第 117条及び第 118条の規定により、 

自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称等を次のとおり定 

めたので告示する。 

  平成30年11月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 募集種目 

  自衛官候補生（男女） 

２ 試験期日 

  平成30年12月１日（土） 

３ 受付締切日 

  平成30年11月29日（木） 

４ 試験場の位置及び名称 

  石川県金沢市野田町１－８ 陸上自衛隊 金沢駐屯地 

５ 郵送及び問合せ先 

  〒930－0856 

  富山県富山市牛島新町６－24 
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  自衛隊富山地方協力本部 募集課 

  電 話（076）441－3271（代） 

  ＦＡＸ（076）441－3271 

 

 

富山県告示第483号 

   有害図書等の指定について 

 富山県青少年健全育成条例（昭和52年富山県条例第４号）第９条第１項の規定に 

より青少年に有害な図書等として次のとおり指定をするので、同条例第22条の規定 

により公示する。 

  平成30年11月26日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

番号 種別 
 

図書等 
 

号数又は 
発行年月
日 

発 行 所 名 指 定 理 由 

19355 雑 誌 
臨増ナックルズＤＸ 
VOl.13  2018.10.25 

ミリオン出版 
株式会社 内容の全部又は一部 

が著しく青少年の性 
的感情を刺激し、著 
しく青少年の粗暴性 
若しくは残ぎやく性 
を誘発し、若しくは 
助長し、又は著しく 
青少年の犯罪若しく 
は自殺を誘発し、そ 
の健全な育成を阻害 
するおそれがある。 

19356 〃 裏モノＪＡＰＡＮ 
12月号 

2018.12.1 株式会社 
鉄人社 

19357 〃 

昭和ニッポン不思議な
怪事件 VOL.2 
週刊実話増刊12月19日
号 

H30.12.19 
株式会社 
日本ジャーナ
ル出版 
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条件付き一般競争入札の実施について 

 富山県立中央病院８階南無菌病室劣化改修工事について、次のとおり条件付き一 

般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」と 

いう。）第 167条の６第１項の規定により公告します。 
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  平成30年11月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工 事 名 富山県立中央病院８階南無菌病室劣化改修工事 

 ⑵ 工事場所 富山市西長江地内 

 ⑶ 発注工種 建築一式工事 

 ⑷ 工事概要 ８階南無菌病室劣化に伴う既存設備の撤去、病室ユニット新設、 

        内装工事、および仮設工事 

         改修延床面積 約72平方メートル 

         構    造 中央病棟Ａ SRC造地下１階地上10階建 

 ⑸ 工  期 契約を締結した日の翌日から平成31年６月17日まで 

 ⑹ 予定価格 48,340,000円（消費税相当額を除く。） 

 ⑺ 最低制限価格 有 

２ 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。） 

  次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。なお、入札参加資格の確認は、 

 申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。 

  ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時まで 

 の間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。 

 ア 政令第 167条の４の規定に該当しない者で、かつ、建設業法（昭和24年法律 

  第 100号）第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。 

 イ 富山県東部（富山土木センター（立山土木事務所を含む。）管内又は新川土 

  木センター（入善土木事務所を含む。）管内）の区域内に建設業法施行規則 

  （昭和24年建設省令第14号）第６条に規定する主たる営業所を有する者である 

  こと。 

 ウ 富山県における平成29・30年度建設工事競争入札参加資格者名簿に、建築一 

  式工事の等級がＡの者として登載されていること。 

 エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日から当該工事の開札の日までの間にお 

  いて、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けてい 

  ない者であること。 
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 オ 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定により更生手続開始の申 

  立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の規定 

  により再生手続開始の申立てがなされている者（これらの者のうち、建設工事 

  の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱第10条第１項に規定する 

  申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。）でないこと。 

３ 申請書及び添付書類の提出 

 ⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 

  ア 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

  イ 入札参加資格確認書（様式第２号） 

 ⑵ 申請書等の様式は、富山県立中央病院ホームページ（下記ＵＲＬ）の「入札 

  情報」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 

  http://www.tch.pref.toyama.jp/ 

 ⑶ 提出期間  

   平成30年11月27日（火）から平成30年12月５日（水）まで（富山県の休日を 

  定める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日 

  （以下「休日」という。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１ 

  時から午後５時15分まで。 

 ⑷ 提出場所  

   〒930-8550 富山市西長江二丁目２番78号 

         富山県立中央病院経営管理課管財係 

 ⑸ 提出方法 

   書類の提出は、持参し、又は郵送する（書留郵便等発送の記録が残る方法に 

  限る。提出期間の締切日までに必着）方法により行うものとする。 

４ 公告に関する質問等 

 ⑴ この公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した文書を持参若し 

  くは郵送する（受付期間の締切日までに必着）方法により行うものとし、次の 

  とおり受け付けるものとする。 

  ア 受付期間 平成30年11月26日（月）から平成30年12月18日（火）まで（休 

   日を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま 

http://www.tch.pref.toyama.jp/
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   で。 

  イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係（電話076-491-7115） 

 ⑵ 公告の記載内容についての質問及び当該質問に対する回答が他の者に影響を 

  及ぼすと認めるときは、その概要を富山県立中央病院外来診療棟５階廊下に掲 

  示し、公表する。 

５ 入札参加資格の確認の通知 

   入札参加資格の有無の確認の結果は、平成30年12月６日（木）までに文書に 

  より通知する。 

６ 入札参加資格が無いとされた者の理由の説明の要求 

 ⑴ 入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理 

  由について説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参すること 

  により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。 

  ア 受付期間 平成30年12月７日（金）から平成30年12月10日（月）までの午 

   前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで 

  イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係 

 ⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、平成30年12月17 

  日（月）までに文書により行うものとする。 

７ 設計図書等の配付及び質問等 

 ⑴ 入札参加資格が有る旨の通知をした者（以下「入札参加資格者」という。） 

  に対し、平成30年12月７日（金）までに設計図書等を無償で貸与する。貸与し 

  た設計図書等は入札終了時に回収する。 

 ⑵ 貸与する設計図書等の配付先は、次のとおりとする。 

   富山県立中央病院経営管理課管財係 

 ⑶ 設計図書等に関する質問は、質問事項を記載した文書を持参し、又は郵送す 

  る（受付期間の締切日までに必着）方法により行うものとし、次のとおり受け 

  付けるものとする。 

  ア 受付期間 平成30年12月７日（金）から平成30年12月18日（火）まで（休 

   日を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま 
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   で 

  イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係（電話076-491-7115） 

 ⑷ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。 

 ⑸ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、その概要を 

  富山県立中央病院外来診療棟５階廊下に掲示し、公表する。 

８ 入札の日時、場所 

 ⑴ 入札の日時 平成30年12月21日（金）午前11時00分 

 ⑵ 入札の場所  

   〒930-8550 富山市西長江二丁目２番78号 

         富山県立中央病院外来診療棟５階51会議室 

９ 入札の方法等 

 ⑴ 入札は、出場入札により行うものとする。 

 ⑵ 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の 

  ８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ 

  の端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及 

  び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった 

  契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑶ 入札回数は、１回とする。 

10 工事費内訳書の提出 

 ⑴ 入札に当たっては、入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書を入 

  札書に添付すること。 

 ⑵ 工事費内訳書の様式は、７の⑴の設計図書等の配布の際に、併せて様式の配 

  布を受け、作成すること。 

 ⑶ 工事費内訳書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。また、工事 

  費内訳書の内容に不備がある場合、原則として当該者の入札を無効とする。 

 ⑷ 工事費内訳書は、参考として提出を求めるものであり、その内容によって入 

  札及び契約上の権利義務を生じさせるものではないが、当該内容が適正でない 

  場合、工事費内訳書が提出されなかったとして、当該者の入札を無効とするこ 

  とがある。 
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11 入札保証金に関する事項 

  入札保証金は、免除する。 

12 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札 

 ⑵ その他入札心得（予定価格事前公表試行工事）第６条各号のいずれかに該当 

  する入札 

 ⑶ ２⑴のただし書に規定する場合に該当する入札 

13 落札者の決定方法 

  富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）第92条の規定により定めた予定 

 価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者であり、かつ、最低制限価格以上の 

 価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者と 

 する。 

14 契約保証金に関する事項 

  契約保証金は、入札心得（予定価格事前公表試行工事）第10条の規定による。 

15 配置予定技術者の確認 

 ⑴ 受注者から現場代理人等届が提出された際に、ＣＯＲＩＮＳ等により現場代 

  理人及び主任（監理）技術者の適正配置の確認を行う。 

 ⑵ ⑴の規定による確認の結果、現場代理人又は主任（監理）技術者の配置が適 

  正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行こう 

  とがある。 

16 その他 

 ⑴ 当該工事の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方 

  自治法（昭和22年法律第67号）その他の法令、富山県会計規則及び入札心得の 

  定めるところによる。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書 

  類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。 

 ⑷ 提出された申請書等は、返却しない。 



  平成 30年 11月 26日     富 山 県 報       第 4430号  9   

 

 ⑸ やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替え 

  を認めない。 

 ⑹ 入札書を提出するに当たっては、４の公告に関する質問等及び７の⑶の設計 

  図書等に関する質問等の内容を確認すること。 

 ⑺ その他不明な点については、富山県立中央病院経営管理課管財係（電話076- 

  491-7115）に問い合わせること。 

 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１ 

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定によ 

り次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

  平成30年11月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ドラッグコスモス綾田店 富山市綾田町１丁目１番９ ほか16筆 

２ 店舗を設置する者 株式会社コスモス薬品 

３ 店舗において小売業を行う者 株式会社コスモス薬品 

４ 新設の日 平成31年７月１日 

５ 店舗面積の合計 1,618㎡ 

６ 店舗の施設の配置に関する事項 

 ⑴ 駐車場の位置及び収容台数 敷地南側 66台 

 ⑵ 駐輪場の位置及び収容台数 建物西側 20台 

 ⑶ 荷さばき施設の位置及び面積 建物南東側 50㎡ 

 ⑷ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 建物内南東側 11.01㎥ 

７ 店舗の施設の運営方法に関する事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻  

   午前９時及び午後９時45分 

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯  
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   午前８時30分～午後10時 

 ⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 ２箇所 敷地東側ほか 

 ⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯  

   24時間 

８ 届出の日 平成30年11月15日 

９ 縦覧場所 富山県商工労働部商業まちづくり課 

10  縦覧期間 平成30年11月26日から平成31年３月26日まで 

11 その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部商業まちづくり課に提出することがで 

 きる。 

 ⑴氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名）⑵⑴の事項 

 の公表の可否 ⑶当該店舗の名称及び所在地 ⑷意見及びその理由 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正     誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 平成30年５月９日付け富山県告示第 263号「保安林の指定予定について」中 
 

頁 
 
６ 

行 
 

上から12 

誤 
 

その図面及び関係書類を 

正 
 

その関係書類を 
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